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川口市立戸塚小学校ＰＴＡ会則  
川口市立戸塚小学校ＰＴＡ 

第 １ 章  名称と事務所 

第 １ 条 本会は、川口市立戸塚小学校ＰＴＡと称し、事務所を戸塚小学校内におく。 

第 ２ 章  目   的 

第 ２ 条 この会は、保護者と教職員が協力して、家庭・学校・地域における児童の健

全な発達に資するとともに会員相互の親睦と教養を高めることを目的とす

る。 

第 ３ 章  方   針 

第 ３ 条 この会は、教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従って活動する。 

１．児童、青少年の教育並びに福祉のために活動する他の団体及び機関と協力

する。 

２．特定の政党や宗教にかたよることなく、また、営利を目的とするような行

為は、行わない。 

３．教育委員会、学校当局に対し、学校教育進展のための建設的な意見を具申、

資料の提供はするが、学校の管理や人事には干渉しない。 

４．自主独立を堅持し、他のいかなる団体若しくは機関の支配、統制、干渉を

受けない。 

第 ４ 章  会   員 

第 ４ 条 この会の会員は次のとおりとする。 

１．この学校に在籍する児童の父母又はこれに代わる保護者。 

２．この学校の教職員。 

３．１、２に該当し、入学もしくは転入時に加入の意思を示した方。 

第 ５ 章  役   員 

第 ５ 条 この会の役員は、次のとおりおくことができる。 

１．会長 １名 ２．副会長 若干名（1 名は教頭とする）３．書記 ２名 

４．会計 ２名         ５．監事 ２名    ６．幹事 若干名 

７．顧問 （1 名は校長とする）  ８．相談役      ９．理事 若干名 

第 ６ 条 役員は次の方法によって選出する。 

１．会長・副会長・監事は理事会において会員中より選出し、総会の承認を得

る。 

２．理事は会員中並びに地区より若干名を選出する。教職員は理事とする。 

３．幹事・会計・書記は会員中から会長が委嘱する。顧問・相談役は、理事会

の承認を得て会長が委嘱する。 



第 ７ 条 役員の任務は次のとおりとする。 

１．会長は本会を代表し、会務を総理する。顧問・相談役は会の運営について

指導助言する。 

２．副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する。 

３．書記は総会、理事会の議事及び会に関する重要事項を記録し、文書その他

の書類を保管する。 

４．会計は、この会の会計にあたる。  

５．監事は、この会の会計事務を監査する。 

６．幹事は、この会の庶務にあたる。 

７．理事は理事会において各種活動を企画立案し執行するとともに業務を分掌

する。なお、学級ＰＴＡ並びに地区諸会合を催し会員相互の連絡の任にあ

たる。 

第 ８ 条 役員の任期は１年とする。ただし再任は妨げない。補欠役員の任期は前任者

の残任期間とする。 

第 ６ 章  会   議 

第９条―１ 会議は、総会・理事会・専門部会とし会長が招集する。各会議の議長は出席

者の互選とする。 

第９条―２ すべての会議の議決は、出席者の過半数の賛同を必要とし（委任状を含む）

同数の時は、議長の裁定により決する。 

第１０条 総会は全会員をもって構成され、この会の最高議決機関である。 

総会は毎年１回開き、予算・決算の審議並びに承認、会則の改廃及び活動計

画につき決定する。但し、必要あるときは臨時に開くことができる。 

第１１条 理事会は、役員・理事で構成し、随時開催して決議事項の企画立案やこれの

執行にあたる。 

第１２条 専門部会は所属部員で構成し、随時開催して担当する活動の企画と運営にあ

たる。所属部員は理事会構成員とする。 

第 ７ 章  業務の運営 

第１３条 この会の業務を円滑に実施するため、理事会の中に次の専門部を置く。 

又、その他必要に応じて特別部を設置することができる。尚、この部の細則

は別に定める。 

１．総務部（総務に関すること、各部会の連絡調整・その他） 

２．緑化・教養部（ベルマーク収集集計、植木の総合手入れ、その他） 

３．広報部（機関紙発行・会員相互の情報交換・その他） 

４．保健部（給食・健康管理・衛生指導等に関すること、その他） 

５．校外育成部（交通安全・校外補導・非行防止に関すること、その他） 

 



第 ８ 章  会   計 

第１４条 この会の活動に要する経費は、会費その他の収入によって支弁する。 

第１５条 この会の会費は、全員世帯単位とし、年額３，０００円とする。 

なお、特別の理由により会費の納入に困難を生じた場合は会費の負担を免除

することができる。但しこの場合は理事会に報告しその承認を得なければな

らない。会費の徴収方法は付則において定めたとおりとする。 

第１６条 本校のＰＴＡ会員以外の世帯から協力金を受け取ることができる。 

協力金は一口３，０００円とする。 

協力金は、全校児童または学校運営全体にかかわる事にのみ使用する事がで

き、ＰＴＡの運営にかかる費用に充てる事ができない。 

第１７条 この会の決算は会計監査を経て総会に報告され承認を得なければ成らない。 

第１８条 この会の会計年度は４月１日から翌年３月３１日までとする。 

第 ９ 章  個人情報の取り扱い 

第１９条 本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理につ

いては「川口市立戸塚小学校 PTA 個人情報取扱規則」に定め適正に運用

するものとする。 

第 １０ 章  会則の改廃 

第２０条 この会則の改廃は、総会の決議を経なければならない。 

付   則 

１．本会則の施行に必要な事項は別にこれを定める。 

２．各専門部は総務部との連絡係１名を選出する。 

３．本会の会費徴収は 6 月に年額３，０００円とする。 

※転入者の徴収 

集金日以降の転入者については、月額（２５０円）で計算し徴収す

る。 

※転出者については、在校月までを月額（２５０円）で徴収し残金は返金 

 する。   

４．会員の慶弔は別途「戸塚小学校ＰＴＡ慶弔規程」に準ずる。 

５．校外育成部員（地区理事）は、各地区より 1 名選出するが、地区外の部員

が他地区を担当することがある。 

６．学級選出理事・地区選出理事は、原則として重複しない。但し、特別な事

情において、この限りではない。 

７．本会則は昭和４７年５月１４日より施行する。 

 

 

 



９．会則一部改正 昭和４８年５月２６日   昭和５０年６月  １日   昭和５１年５月３１日   昭和５３年５月２１日 

         昭和５５年５月１５日     昭和５８年５月２１日    昭和６０年５月２５日     昭和６３年５月２８日 

平成  ２年５月２６日     平成  ４年５月２３日     平成  ５年５月１５日     平成  ８年５月２７日  

平成１０年５月２９日     平成１２年５月１９日    平成１３年５月２５日     平成２１年５月１５日  

平成１６年５月２４日     平成１７年３月１７日  平成２１年５月１５日   平成２ 3 年５月 20 日  

令和  元年５月１７日   令和 ５年１月１７日    令和 6年6月７日 

 

 


